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温室効果ガスの削減に向けた国内外の動き

○パリ協定（2015.12採択（COP21）、2016.11発効、我が国締結）
「世界共通の長期目標として２℃目標の設定、世界の平均気温の上昇を工業化以前よりも1.5℃高い水

準までのものに抑える努力を継続すること」等を規定。

○第203回国会における菅総理大臣の所信表明演説（2020.10）
我が国は、2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボン

ニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す。

○地球温暖化対策推進本部における菅総理大臣の発言（2021.4）
2030年度の温室効果ガスの削減目標について、2013年度から46％削減を目指すとともに、さらに、50％
の高みに向け、挑戦を続けていく。

○改正地球温暖化対策法（2021.6公布）
基本理念に「地球温暖化対策の推進は、（中略）我が国における2050年までの脱炭素社会の実現を旨と
して、（中略）行われなければならない」と規定。

○地球温暖化対策計画（2021.10閣議決定）
「我が国の中期目標として、2030年度において、温室効果ガスを2013年度から46%削減することを目指
す。さらに。50%の高みに向け、挑戦を続けていく。」と規定

○第207回国会における岸田総理大臣の所信表明演説（2021.12）
2050年カーボンニュートラル及び2030年度の46％排出削減の実現に向け、再エネ最大限導入のための
規制の見直し、及び、クリーンエネルギー分野への大胆な投資を進めます
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製油所・発電所や産業が集積する港湾

火力発電所 製油所 石油化学コンビナート

【出典】数字で見る港湾2021

発電所、製油所、製鉄所、化学工業の多くは港湾・臨海部に立地、
また、これらが使用する資源・エネルギーのほぼ全てが港湾を経由

製鉄所

臨海部に立地し専用桟橋等を利用港湾又は周辺地域に立地し、港湾を利用 その他（港湾の利用がない）

※総出力10万kW以上の火力
発電所

※高炉を所有する製鉄所※石油連盟「製油所の所在地と原油処理
能力（2021年3月末現在）」より

※石油化学工業協会「石油化学コンビナート所在及び
エチレンプラント生産能力(2020年7月現在)」より

（出典） （公財）日本海事広報協会「日本の海運SHIPPINGNOW2021-2022」より作成

資源・エネルギーの輸入割合例CO2排出量（2020年度確報値）

発電所・
製油所等
4.2億トン
（40.4%）

鉄鋼
1.1億トン

（10.7%）

100%

99.6%

99.7%

97.8%

74.2%

鉄鉱石

石炭

原油

LNG

LPG

出典：国立環境研究所HP資料より、港湾局作成

計10.4億トン

発電所・
製油所等
4.2億トン
（40.4%）

鉄鋼
1.1億トン

（10.7%）化学工業
(石油石炭製品を含む)
0.5億トン（5.1%）

その他
4.6億トン

（43.8%）
うち、事業用発電は約3.9億トン
【内訳（港湾局推計）】

石炭 約2.3億トン
ＬＮＧ 約1.3億トン
石油等 約0.2億トン

CO2排出量の約6割を占
める産業の多くは、港
湾・臨海部に立地
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「カーボンニュートラルポート(CNP)」の形成

世界的なサプライチェーン全体の脱炭素化の要請
に対応して、港湾施設の脱炭素化等への取組を
進めることで、荷主や船社から選ばれる、競争力の
ある港湾を形成

荷主等の脱炭素化ニーズへの対応を通じた港湾の競争力強化

「カーボンニュートラルポート(CNP)」の形成の目的
港湾は、サプライチェーンの拠点かつ産業が集積する空間であり、運輸・製造業等の活動の場として機能

⇒ 港湾における脱炭素化の取組を推進することで、
我が国の産業や港湾の競争力強化と脱炭素社会の実現に貢献

港湾・臨海部の脱炭素化への貢献

「カーボンニュートラルポート(CNP)」の形成のイメージ

産業のエネルギー転換に必要となる水素やアンモ
ニア等の供給に必要な環境整備を進めることで、
港湾・臨海部の脱炭素化に貢献
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（出典）TERASAKI陸上電力供給システムカタログ

○ ディーゼルエンジンで駆動する荷役機械
を水素燃料電池（ＦＣ）へ転換し、ＣＯ２
を削減。

トップハンドラー

（出典）LA港湾局HP

荷役機械の水素燃料化船舶への陸上電力供給

～船舶への陸上電力供給、荷役機械の水素燃料化等～

○ 港湾に停泊中の船舶は、船内のディーゼ
ルエンジンから船内電源を確保しているが、
陸上電力供給へ転換し、船舶のアイドリン
グストップによりＣＯ２を削減。

豊田通商等がロサンゼル
ス港においてトップハンド
ラー等の荷役機器及びド
レージトラックのFC化と超
高圧水素充填車を用いた
港湾水素モデルの実証
事業を実施
（NEDOの調査・助成事業、
2020～2025年度予定）

三井Ｅ＆Ｓマシナリーが
門型クレーン（ＲＴＧ）のＦ
Ｃ化に係る開発事業を実
施

（ＮＥＤＯの助成事業、
2021年度～2022年度予
定）

脱炭素化を通じた港湾の競争力強化の取組事例①
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港湾・臨海部の脱炭素化の取組事例①

サプライチェーンのイメージ（液化水素の例）

海外における
水素製造

○ 安価な資源や再生可能
エネルギーを活用して、液
化水素に転換

○ 船舶により海外から
水素を輸送

○ 国内港湾の受入基地
で水素を荷揚げし、大型
タンクに貯蔵

○今後の水素や燃料アンモニアの需要に対応して大量・安定・安価な輸入や貯蔵を可能とす
るため、サプライチェーンの構築が必要。

多用途に
利用

（出典）資源エネルギー庁資料（R3.8「水素政策の最近の動向等について」
（第２回「CNPの形成に向けた検討会」資料）等から国交省港湾局作成

【つくる】 【はこぶ】 【ためる】 【つかう】

～水素、燃料アンモニア等サプライチェーンの構築～

液化水素運搬船

ローディングアーム

タンク

受入岸壁

液化水素荷役基地（神戸空港島）
グリーンイノベーション基金事業（液化水素サプライチェーンの
大規模実証）
日本水素エネルギー（川崎重工業の完全出資会社）、ENEOS、
岩谷産業は、液化水素商用サプライチェーン構築のための商
用化実証事業を実施（水素供給量：数万トン／年・チェーン※、
事業期間：2021年度～29年度、事業規模：別途川崎重工業が
実施する革新的液化技術開発とあわせ、約3,000億円）

※商用化に向けて既存事業の規模から大型化
液化水素運搬船（水素タンク容量／隻）：1,250㎥→16万㎥
受入基地（水素タンク容量／基）：2,500㎥→5万㎥ 5



港湾・臨海部の脱炭素化の取組事例②

～石炭火力発電所におけるアンモニア混焼～

○アンモニアは燃焼時にＣＯ２を排出しない燃料であり、短期的（～2030年）には、石炭火
力への20％アンモニア混焼の導入・普及が目標。

実証事業を行う碧南火力発電所（愛知県碧南市）

ボイラおよび改造バーナの概略

（出典）JERAプレスリリース（2021年5月24日、10月6日、2022年5月31日）

衣浦港

碧南火力発電所

碧南火力発電所における燃料アンモニアの混焼実証実験
JERA及びIHIが、JERAの碧南火力発電所において、大型
の商用石炭火力発電機におけるアンモニア混焼に関する
NEDOの実証事業を実施（2021年度～2024年度予定）。
2023年度に同発電所４号機におけるアンモニアの大規模
混焼（熱量比20%）開始を予定。
2021年10月には４号機での大規模混焼に用いる実証用
バーナの開発を目的として、５号機において、燃料アンモニ
アの小規模利用試験を開始した。
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「CNPの形成に向けた施策の方向性」 概要（2021年12月公表）

①CNP形成の対象範囲

公共ターミナルにおける取組に加え、物流活動や臨海部に立地す
る事業者 （発電、鉄鋼、化学工業等）の活動も含め、港湾地域全
体を俯瞰して面的に取り組む。

②港湾地域における官民一体となった取組

港湾管理者、民間事業者等が連携してCNP形成計画を作成し、脱
炭素化の取組を推進。将来の不確実性を認識し、PDCAサイクルを
回す体制が重要。CNP形成計画の作成は、国際戦略港湾、国際拠
点港湾及び重要港湾において率先して取り組む。

③水素等の大量・安定・安価な輸入・貯蔵等

水素・燃料アンモニア等が安定・安価に輸入できるよう、オープンア
クセスタイプの輸入ハブを含め、最適なサプライチェーンを構築する
ための受入環境を整備。

④ロードマップ、技術

導入技術やCNP形成に向けた各港の取組のロードマップを作成す
ることが重要。

⑤既存ストックの有効活用

既存インフラの有効活用を積極的に推進。水素等と既存貨物を同
時に扱うことも考えられるため、双方の貨物需要を想定しながら、既
存施設の有効活用の可能性を検討。

CNPの目指す姿

CNPの形成に向けた取組の方向性
⑥民間投資の喚起

民間事業者の取組を促進するため、港湾ターミナルの取組を客観的
に評価する認証制度の創設について検討。

⑦施設整備における取組

船舶に水素・燃料アンモニア等を供給する施設の適切な維持管理を
担保する制度について検討し、舶用燃料の脱炭素化に対応。また、港
湾工事等において、脱炭素化に資する新技術の導入を促進。

⑧情報の整理及び共有

カーボンニュートラルに関する情報を一元的に収集・整理・共有する
プラットフォームの整備について検討。全体としての底上げが重要。

⑨国際協力

海外の港湾との情報交換や、我が国の技術の今後の海外展開を見
据えた情報発信を実施。

⑩国際競争力の強化

環境を意識した取組によって、国際競争力を強化。グリーン投資等を
呼び込み、国内産業立地競争力を強化。

⑪CNP形成を促す環境整備

CNP形成に向けた取組を促すため、既存の支援スキームの活用や新
たな仕組みづくりを検討。エネルギー転換に伴う土地利用の転換を進
めていくため、土地利用規制の柔軟化や規制強化について検討。

（２）港湾地域の面的・効率的な脱炭素化
荷役機械、船舶等を含めた港湾オペレーションの脱炭素化

（１）水素等サプライチェーンの拠点としての受入環境の整備
水素・燃料アンモニア等の輸入に対応した港湾における受入環境の整備

⇒国が示す方針を踏まえ、港湾管理者がCNPを形成

国全体でのサプライチェーンの最適化

臨海部立地産業との連携を含めた港湾地域における面的な脱炭素化
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各港におけるCNP協議会等の開催状況

大阪港

新潟港

小名浜港

横浜港

名古屋港

神戸港北九州港
苅田港

徳山下松港

苫小牧港

酒田港

茨城港

伏木富山港

清水港

○目的 ： 各港湾においてCNPを形成していくための具体的な検討等を行う。

○構成 ： 港湾管理者のほか、国土交通省地方整備局、地元自治体、港湾利用・立地企業、地元経済・業界団体 等

敦賀港姫路港

大分港

全国48港湾
（令和４年12月時点）

川崎港

鹿島港

堺泉北港
阪南港

東京港

仙台塩釜港

室蘭港

金沢港

七尾港

新居浜港

博多港

四日市港

東播磨港

津久見港

川内港 徳島小松島港

坂出港

石垣港 秋田港
船川港

能代港

境港

三河港
衣浦港

平良港

中城湾港
金武湾港

八戸港
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志布志港

八代港



●港湾法の一部を改正する法律（令和４年法律第87号）（脱炭素化関係抜粋）

法律の概要
１．港湾における脱炭素化の推進
①港湾の基本方針への位置づけの明確化 等
○ 国が定める港湾の開発等に関する基本方針に「脱炭素社会の実現に向けて港湾が果たすべき役割」等を明記。
○ 港湾法の適用を受ける港湾施設に、船舶に水素・燃料アンモニア等の動力源を補給するための施設を追加し、

海運分野の脱炭素化を後押し。 ※併せて税制特例（固定資産税等）を措置

背景・必要性

②港湾における脱炭素化の取組の推進
○ 港湾管理者(地方自治体)は、官民の連携による港湾における脱炭素化の取組※を定めた港湾脱炭素化推進計画

を作成。
※水素等の受入れに必要な施設や船舶への環境負荷の少ない燃料の供給施設の整備等

○ 港湾管理者は、関係する地方自治体や物流事業者、立地企業等からなる港湾脱炭素化推進協議会を組織し、計
画の作成、実施等を協議。

○ 水素関連産業の集積など、計画の実現のために港湾管理者が定める区域内における構築物の用途規制を柔軟に設
定できる特例等を措置。

１．エネルギー・産業構造転換のために必要な港湾における脱炭素化の推進
○ 我が国の運輸・産業分野の脱炭素化に必要な水素・燃料アンモニア等の活用を本格化させるためには、

産業が集積し海上物流の拠点である港湾におけるそのサプライチェーンの構築と利用促進が必要。我が
国産業や港湾の国際競争力にも影響する懸念。

臨海部に集積する産業と連携して、カーボンニュートラルポート（CNP）の取組を推進し、
我が国の産業や港湾の競争力強化と脱炭素社会の実現に貢献

臨海部に集積する産業と連携し、港湾における官民関係者が一体となった、
カーボンニュートラルポート（CNP）の取組を推進するための仕組みが必要。

出典：国立環境研究所HP資料より、港湾局作成

港湾脱炭素化推進計画に
定める取組の例

海運の脱炭素化を支える環境負荷
の少ない船舶燃料の補給サービス

液化水素のサプライチェーンの
構築に必要な港湾施設の整備

CO2排出量の約6割を占める産業の
多くは、港湾・臨海部に立地

発電所・
製油所等
4.2億トン
（40.4%）

化学工業
(石油石炭製品を含む)
0.5億トン（5.1%）

その他
4.6億トン

（43.8%）

鉄鋼1.1億トン
（10.7%）

セントラルＬＮＧマリンフューエル提供

我が国のCO2排出量
計10.4億トン（2020年度）
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○ 港湾における脱炭素化の取組は、多岐に亘る官民の主体が関係することから、その実効性を高めるためには、官民連
携による継続的かつ計画的な取組を進める体制構築が必要。

○ このため、港湾管理者が、多岐に亘る関係者が参加する「港湾脱炭素化推進協議会」での検討をふまえ、「港湾脱
炭素化推進計画」を作成し、同計画に基づいて各関係者がそれぞれの取組を進める体制を構築。

港湾における脱炭素化の取組の体制構築

官民連携による「港湾脱炭素化推進計画(CNP形成計画)」

臨海部立地企業
物流事業者等

港湾脱炭素化推進協議会

港湾の開発、利用等に関する基本方針

各種支援、助言等

国土交通大臣

港湾管理者(地方公共団体)

関係省庁

関係自治体等

脱炭素化関連施策と連携

諸外国
(米国等)

港湾・海運分野の
脱炭素化における国際協力

基本的な方針（取組の方向性 等）

計画期間と目標
・ CO2削減目標量や水素等の取扱貨物量 等

港湾における脱炭素化の促進に資する事業、
事業主体
・水素等の供給のための港湾施設等の整備、既存施設の利
用転換 等

・荷役機械のEV化、陸上電力供給設備やLNGバンカリング
施設の整備 等

・その他港湾空間を活用した取組(洋上風力発電、ブルーカー
ボンの推進) 等

計画の達成状況の評価に関する事項
・進捗管理の体制・方法 等

その他港湾管理者が必要と認める事項

「港湾脱炭素化推進計画」に定める事項

港湾管理者(協議会の設置主体)
関係地方公共団体(港湾所在市町村 等)
脱炭素化の取組を行う民間事業者(立地企業、物流事業者等)
港湾利用者(船会社等)
学識経験者 等

「港湾脱炭素化推進協議会」の構成員
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【課題】 新たな土地利用ニーズ(水素等の危険物取扱施設の設置等)への対応
・危険物取扱施設は、多くの港湾で一部の分区を除き、建設を禁止
・一方、開発余地を生み出す埋立事業が減少傾向※にあり、既存の土地の活用が必要

（出典）豊通エア・リキードハイドロジェンエナジー(株)HP

港湾物流車両用の水素ステーション(イメージ)

改正内容

（出典）国土交通省港湾局調べ

分区内の構築物用途規制について、分区内の一部区域(港湾管理者が定める脱炭素化推進地区)においては、
水素等の供給、利用等の促進のため必要な場合に、当該規制の一部を緩和又は強化できる制度を創設

背景・必要性

脱炭素化推進地区における構築物用途規制の柔軟化

⇒ 企業等のニーズを踏まえた、きめ細かな規制の導入により、港湾周辺の効果的な土地利用を誘導
規制の緩和イメージ（○：建設可 ×：建設禁止）

現在の用途規制

物流倉庫：○
工場：×
水素ステーション：×

新制度を活用した用途規制

物流倉庫：○
工場：×
水素ステーション：×

脱炭素化推進地区内A港商港区 A港商港区
物流倉庫：○
工場：×
水素ステーション：○

規制を緩和する構築物(例)

港湾管理者は、臨港地区(港湾の管理運営に必要な地区)内の土地利用を誘導
するため、目的に応じて定めた分区毎に条例で構築物用途を規制（分区制度）
他方、現行制度は、分区内の一部の規制緩和や分区の種類追加ができないため、
水素等の供給や利用のための土地利用のニーズにうまく対応できない

【東京港の臨港地区及び分区】

※【我が国港湾で造成された埋立地面積】 1975年：3,109.6ha ⇒ 2015年：156.6ha
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カーボンニュートラルポート（CNP）形成に係るスケジュール

令和４年度 令和５年度～

C
N
P
の
形
成

改
正
港
湾
法

港
湾
分
科
会

基
本
方
針
変
更

CNP協議会等

作成・実施に
ついて協議

臨時国会

令和４年１０月～

国
会
提
出

衆
議
院
議
了

参
議
院
議
了

公
布

施
行

港
湾
分
科
会

港
湾
分
科
会

審
議
①

港
湾
分
科
会

審
議
②

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

答
申
、
公
告

10/14 11/4 11/11 11/18

11/16

基本方針の
諮問

基本方針に適合

1月頃 3月頃

法定化

令和５年

令和３年１月～

各港湾において順次「港湾脱炭素化推進協議会」に移行

「港湾脱炭素化推進計画」の作成
計画に基づく取組の実施

12/16
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